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2008 年 3 月修士論文（概要） 

「多文化社会で生きる力」の獲得を目指す日本語教育 

―オーストラリア・ヴィクトリア州の JFL 高校生を対象に― 

                                    青木優子 

 

第１章 問題の所在 

 日々の生活の中で日本語を話す必要性に迫られていない JFL の生徒達が、日本語を学習

する意味は何であるか。本研究では、筆者が 2006 年に 11 ヶ月間日本語教育アシスタント

を務めたオーストラリア・ヴィクトリア州の高校をフィールドとし、JFL の生徒達が日本

語を通して学ぶべき「内容」と、育成すべき力について考察する。 

 オーストラリアでは、国家の政治的・経済的目的を持って行われてきた言語教育が、近

年になって、単に学習者の語学運用能力を高めるだけではなく、社会文化的な知識やコミ

ュニケーション能力の習得を目指すものへと変わってきた。そこで現在盛んに論じられる

ようになったのが「異文化間言語学習」の必要性である。 

しかし、このような国家の政策や理念がどこまで現場教師に理解され、また授業に反映

されて子どもたちの力となっているかは、依然明らかではない。これまでオーストラリア

の日本語教育で議論されてきたのは、子どもたちにどのような教育をし、そこでどのよう

な力の育成を目指していくかということではなく、限られた予算に伴う教師不足、教材不

足、継続学習の困難性、高学年の生徒の減少等といった教育制度に関する問題が中心であ

った。「異文化間言語学習」の視点を盛り込んだ理想的なシラバスが提示されても、その中

で述べられる国家の教育理念がどのように現場教師に解釈され、授業に反映されているの

か、また、シラバスの求める教育が実際に実現可能であるのかを検討しなければ、これま

でも盛んに述べられてきた教育制度の問題を乗り越えて、生徒達に必要となる力の育成を

考えていくことはできない。 

そこで本研究は、オーストラリア・ヴィクトリア州をケース・スタディーに、国家の言

語政策、州のシラバス、実践、生徒達の LOTE 学習の振り返りインタビューの分析を通し

て、多文化社会を生き抜いていく JFL の子ども達に、どのように「生きる力」を身につけ

させることができるか、人間教育としての視点から示唆することを目的とする。 
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 「異文化間言語学習」とは 

「異文化間言語学習」とは、Kramsch（1993）が述べるように、言語と文化は切り離す

ことができず、文化は言語の中に埋め込まれて言語の一部として表現されるという理論に

立ち、文化を「事柄」や「知識」という固定的なものとして捉えるのではなく、コミュニ

ケーションや対人関係の中に存在する動態的なものとして捉え、相手との「異文化」の中

にある文脈や空間を読み取り、調整を行いながら人間関係を築いていくための力を育成す

る学習である。 

現在オーストラリアで行われている「異文化間言語学習」には、いくつかの問題点も存

在する。国家声明やシラバスに「異文化」の捉え方が定義されていないため、「異文化」と

は何を指すのか、また、コミュニケーションの相手は誰であるのかという解釈が曖昧であ

り、どのようなアプローチで「異文化間言語能力」が身につけられるのか、提唱者も現場

教師もそれぞれの見解を持って授業を行っていることである。 

『異文化間言語学習についての報告書』(Liddicoat, Papademetre, Scarino & Kohler, 

2003）の示す５つの原則では、1 点目に「主体的に言語と文化を探究する」ことの必要性

を述べ、5 点目に「コミュニケーション成否の責任を学習者自身が持つ」ことを取りあげ

ている。つまり、目標言語社会や、その言語の中で生活する母語話者のみを「異文化」を

持つコミュニケーションの相手と考えるのではなく、自分以外の他者は全てそれぞれに異

なると考え、その他者を知るためや、自分自身を表現するために言語を使うと考える必要

がある。教室で行われるインターアクションを学習者が主体となった現実のインターアク

ションとすることで、学習者はその言語の持つ表現の特徴に気づき、異なる他者に対して

どのように自分自身を表現したら良いかを考えたり、インターアクションの文脈が持つ意

味を反芻する経験が得られ、言語能力が育成されるのである。そこで本稿では、学習者が

主体となって「ことば」と「文化」を統合し、他者と人間関係を築くことのできる力を「異

文化間能力」であると定義する。 

 

第２章 「生きる力」の獲得と日本語教育 

「異文化間言語学習」は、年少者日本語教育にどのような意義を持つのか。本章では、

日本語教育を通して身につけさせるべき「生きる力」と「異文化間言語能力」の関係につ

いて考察する。 

認知的な発達段階にある子ども達にとって、自分が生活で使用する言語とは違った目標
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言語の文脈に入り、そこで人々との関係を構築するという経験は、多言語・多文化社会に

おいて、異なる他者との交流や摩擦に柔軟に対応していく力や、問題解決能力を育む。ま

た、そこでの発見を通して自分の住んでいる社会・言語・文化を見つめ直すことは、アイ

デンティティの形成を助け、世界を多角的に分析する能力の獲得にも繋がると考える。子

どもたちが自分の考えを表現し、自己実現していく力を育成するために、日本語教育は以

前のように言語を知識として捉え、何を覚え、何をどれだけ使えるようになるかといった

ことにのみ焦点を当てるのではなく、その先にある言語教育の枠を越えた「人間教育」と

して捉えられる必要がある。 

 

 本稿で定義する日本語教育を通して身につけさせる「生きる力」 

 ①自己表現をし、相手との関係性を築くことのできる「コミュニケーション力」 

②問題解決や自己実現をするために、必要な知識や情報を主体的に収集し、多角的な判

断を行うことのできる「学び取る力」 

③学んだものを生活の中で活かしていくことのできる「実践力」 

 

第３章 現在の中等教育レベルの JFL 教育 

国家が提示する「異文化間言語学習」の視点が、州のシラバスにどのように反映してい

るのかを分析するために、ヴィクトリア州で使用されている２つのシラバス Curriculum 

and Standards FrameworkⅡ、Japanese Second Language Victorian Certificate of 

Education Study Design と、VCE 試験内容を検討し、州政府が生徒達にどのような力の

育成を目指しているかを考察する。 

 

 ２つのシラバスの問題点 

学習目標の示す文言の定義がなされていないため、「他の文化」、「自らの文化」とは何を

指すのか、また「日本語と英語、そして／あるいは他言語とを関連付ける」とは、具体的

にどうすることなのか、全ての解釈は教師に委ねられている。そのため、どのように「コ

ミュニケーション力」を育成していくのか、「文化理解」教育を行っていくのかは、教師の

ビリーフによって変わってしまい、それに伴って生徒に育成される力も教師ごとに異なる。 
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 VCE 筆記試験で求められている力 

生徒が日本語を使っていかに日本を理解できるか、他者とコミュニケーションをとるた

めに、日本語でどのように自分を表現するかという点が問われている。特に第３部の作文

では、ジャンルアプローチの視点から、「異文化間言語学習」の求める判断力や、読者の感

情や意見を推測して関係を築いていける調整能力に対する評価が行われている。 

 

 VCE 口頭試験で求められている力 

 15 分の口頭試験では、７分間の Conversation と８分間の Discussion が行われる。

Discussion では、生徒が日本語を通じて日本社会に触れ、そこで理解したり感じ取った「日

本」を生徒自身のことばで分析し、表現する力が求められている。しかし、口頭試験で行

われている「話し合い」とは、トピックについて試験官と議論をすることではなく、生徒

が試験官の質問に答えるという一方向的な流れであって、予め準備して行った知識や考え

を相手に伝えるということに終始し、「第三の場」の構築という段階にまでは至ることがで

きない。このため、「異文化対応能力」に対する正当な評価はなされていない。 

 

第４章 VCE 口頭試験に向けた実践研究  

筆者は 2006 年２月から 12 月まで、オーストラリア・ヴィクトリア州にある高校で、日

本語アシスタントとしてフィールドワークを行った。本校では、Year9 から日本語の学習

を開始するため、日本語の授業では、CSFⅡの定めるパスウェイ２を用いることになるが、

通常 4年間を目安として定められているCSFⅡを 2年間でこなさなければならなくなるた

め、生徒にとっても教師にとっても、負担は大きい。さらに、本校では予算と教師数の問

題から、日本語のクラスは各学年 1 クラスのみであるため、他校で日本語を既習の生徒も

Year9 から学習を開始した生徒と一緒に学習を行わなければならないという問題もある。 

そのような状況の中で、日本語アシスタントとして「生きる力」の育成に向けて何がで

きるであろうか。Year12、5 名の VCE 試験の指導のため、会話指導のチュータリングを

行った実践を通して、「異文化間言語能力」を含めた「生きる力」の育成について考える。

生徒達が主体となって日本語を使いながら考え、それを表現することを通して育成するこ

とを目指した力は①コミュニケーション力、②分析力、③論理的思考力と説明力、④問題

解決力、⑤正確な日本語力、の５つである。 

 本実践の視点は個人指導としての会話練習にだけではなく、授業にも取り入れる必要が
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あるため、ここで第３章で分析したシラバスを利用した ILL に結びつく活動例を３つ提示

する。教師は一つ一つの活動を行う際に、それが生徒達にとってどのような力の育成に繋

がるのかという意識を常に持ち、生徒達がコミュニケーションの主体となって異文化間言

語能力を育成できるようなタスクをデザインする必要がある。 

 

第５章 実践に関する生徒と教師へのインタビュー調査 

 学習者自身が日本語の学習を通じて何を考え、学び、それを今後の人生にどう活かして

いこうとしているかを探ることにより、学習者の主体的な観点からシラバスの在り方を考

察するため、卒業生と Year12 にこれまでの LOTE 学習、日本語の授業についてインタビ

ュー調査を行った。また、本校で Year９～12 までの日本語を担当している B 教諭に、シ

ラバス理解と授業を作る視点についてインタビューした。 

 

 「身に付いたと思う力」として生徒達から挙げられたのは以下の５点であった。 

①日本語という言語の知識と運用力  

②物事を客観的、批判的に見る力 

③異文化に気づき、相手へ対応しながら「第三の場」を構築する力 

④自分の考えを効果的に相手に伝えるコミュニケーション力 

⑤プレシャーを乗り越える力 

9 名の答えはそれぞれ異なっていたが、特に③に関しては最も大きな差異が見られた。こ

れは、「文化」を捉える視点や「文化」の定義が各生徒によって異なっていたためである。

また、③に関しては B 教諭の文化観が生徒に影響を与えていることが明らかになった。 

 

 生徒自身が考える LOTE 教育・VCE の問題点は以下の５点であった。 

 ①クラスサイズ 

 ②アシスタントの存在の有無 

 ③授業と VCE 試験の難易度の乖離 

④LOTE 学習の開始時期 

⑤生徒の主体的選択の重要性 
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第６章 結論 

「異文化間言語学習」は、現在のオーストラリアの言語教育において着実に機能してい

るとは言えず、その原因は国家・州政府のシラバス作成者側と、現場教師の両方にあるこ

とが明らかになった。そこで、両者に対して提言を行う。 

①国家・州のシラバス作成者は、「異文化間言語学習」を再定義し、「異文化」、「他者」と

は何を指すのか、どのような教室活動を通じて、どのような力の育成を目指すのかを具

体的に示す必要がある。また、教師研修を通して具体的な授業作りを教師達に示したり、

授業内容と VCE 試験の難易度の乖離を無くすよう、試験の見直しも行う必要がある。

生徒自身の主体的な言語選択をより重視し、学びたい言語が各学校で学習できるよう教

師を配置することや、既習・未習でクラス分けをしたり、クラスの人数調整が行えるよ

うに、教師数を増やすことも検討しなければならない。 

②現場教師側も「異文化間言語学習」への意識を高め、「ことば」と「文化」を統合して日

本語を使いながら考えたり表現したりする経験を積ませる日本語学習を考える必要があ

る。 

 外国語学習を通して「ことば」について敏感になること、そして「ことば」を通じて「他

者」という概念を獲得することは、多言語・多文化社会で共生していくために必要となる

力でもある。コミュニケーションには「両方当事者」の理解や妥協、協調が必要であると

いう日本語学習での経験を生かし、生活の中でも自分の身の回りにいる「他者」に注目す

ることができるようになり、「他者」の置かれている状況に配慮することに繋がっていくか

もしれない。そのような生活の場での身近な「他者」への対応能力こそが「異文化間言語

能力」や、「生きる力」の最終到達点であり、言語学習の使命であると考える。 
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